
すんくじら狂句

■来月号の兼題は

「まっげ」
（間違い，誤り，勘違い）
◎投稿は総務課秘書広報係へ

日付

※読んだらすぐに次の家に回しましょう

平成26年

４
５月

行事名日（曜日） 問合せ

13（火）

10（土)

ビデオ・読書
℡(72)2267

健康センター　 9:00～11:40 健康センター
℡(72)7176

１２（月)

1８（日）

19（月)

27（火)

へるすあっぷ
体操教室29（木)

※お知らせ版・広報紙へのご意見・ご要望は、市役所総務課秘書広報係まで

　〒８９８-８５０１　枕崎市千代田町27番地     ℡　72-1111（内線215）

               Fax　７２‐9436      E-mail:koho@ciｔｙ．makurazaki.lg.jp

１

フラワーアレンジ
メント教室 ℡(72)9289

初妊婦講座

食生活改善推進員に

よるクッキング教室
健康センター　10:00～12:30 健康センター

℡(72)7176

15（木）

子育てサロン  ９:45～11:30

健康センター
℡(72)7176

男性料理教室 10:00～12:30

17（土）

ニュースポーツを
楽しもう ℡(72)1693

昔のあそび
℡(72)9690

少年の船
℡(72)0170内線817

母子健康手帳交付 健康センター　 9:00～11:30
健康センター
℡(72)7176

健康センター　13:30～15:00

健康センター
℡(72)7176

男性料理教室 立神センター　10:00～12:30

健康センター
℡(72)7176

枕崎弁

4（日）
5（月）

こどもの日
かつおまつり

地場産業振興センター周辺　 
9:３０～ ℡(72)3133

17（土）
18（日） お魚まつり お魚センター　 ９:00～

お魚センター
℡(7３)2311

まくらざき朝市 枕崎港内港　 7:00～11：00 枕崎商工会議所
℡(72)3341

◎は，「高齢者元気度アップ・ポイント事

　業」の対象事業です。

◎

◎

◎

◎

健康センター
へるすあっぷ
体操教室

1３:３0～１５:００◎

兼題『おぱし』

①20歳～45歳までの独身女性

②今後もコンカツプロジェクトに積

　極的に参加してもらえる方

③プロフィール（キタコン！！実行

　委員会で管理）を公表できる方

④メールでのやりとりができる方

行　程　7月5日（枕崎発・稚内着）

　　　　7月6日（キタコン!!参加）

　　　　7月7日（稚内発・枕崎着）
旅　費　航空・宿泊費は無料

問合せ　水産商工課商工振興係

　　　　 72-1111（内線421）

◎



２

枕崎市営住宅の入居者を募集します

　

○募集期間：５月１日（木）～ ５月 16 日（金）　

○募集戸数：１戸　（構造，建設年度，敷金など）

　【小山平団地 103 号】

　枕崎市園見本町 267 番地・家賃 15,500 円から

○入居資格：

　(1)現在，住宅に困っていることが明らかである 

　こと。（持家の無い方等）

　(2)

　(3) 入居しようとする世帯全員の合計所得月額が15

　万８千円以下であること。（裁量世帯については 21

　万４千円以下※詳しくはお問い合わせください）

　(4)市税を滞納していない者であること。

　(5)入居者及び同居者が暴力団員でないこと。

○

○応募締切：平成26年５月16日（金）

※希望者が複数の場合は抽選により決定します。（抽

　選日等は申込者に連絡します）なお，現在，他の

　市営住宅を申し込んでいる方で，この団地への入

　居を希望される方は，印鑑をご持参のうえ建設課

　へお越しください。（書類は不要です）現在，市営

　住宅に入居されている方は，お申込みできません。

　
●募集期間内に応募の無かった住宅も引き続き入居

を募集しています。（随時）

　【第２金山団地 212 号】

　枕崎市金山町 472 番地・家賃 14,700 円から

●特定公共賃貸住宅の入居者も随時募集しています。

○募集戸数：２戸　（構造，建設年度，敷金など）

　①遠見番住宅 301 号

　　枕崎市岩戸町 310 番地・家賃 50,000 円

　②グリーンライフ金山２号

　　枕崎市田布川町 471 番地・家賃 40,000 円

　

○必要書類：（入居申込書，所得額証明書，入居者全

員の住民票，健康保険証の写し，及び税の滞納がな

い旨の証明書，その他必要な書類等）をそろえて建設

課へお申し込みください。

※市営住宅及び特定公共賃貸住宅には，収入基準が

　定められており，申込世帯の収入（月額所得額）が，

　その基準内になければお申込みできません。

※その他詳しいことについては，建設課建築係へお

　問い合わせください。

問合せ　建設課建築係  ℡72-1111　内線（326，336）

建設課

募
集

　公園・街路の維持管理作業業務を行う嘱託員を募集

します。希望者は，採用試験受験申込書(総務課備付け)

と自動車運転免許証(写)を総務課職員係に提出してく

ださい。

○募集人員：１名

○応募資格：

　(1)市内に居住している方

　(2)昭和 24 年５月 22 日以降に出生した方で，心身

　ともに健康な方

　(3)普通自動車免許を有する方

　(4）平成 26 年５月 21 日から勤務できる方

　(5)農作業または土木作業等の経験のある方

○業務内容：

　(1)公園内の芝刈り，草刈及び清掃，修繕等の維持

　管理作業

　(2)公園内の樹木及び街路樹の剪定，防除作業

○選考方法：面接試験・健康診査 ( 公的病院の健康

　診断書提出※合格者のみ )

○応募締切：平成26年５月７日(水)　午後５時15分ま

　で必着

　なお，採用試験の日程等については，後日応募者

に連絡します。

※

公園作業員等業務嘱託員を募集
募
集

　外国人講師と楽しめる，初心者にオススメの英会

話講座を実施します。

○講座内容：【ALT と学ぶ　初級英会話講座】

○講師：外国語指導助手（ＡＬＴ)

○期日：５月22日（木）開講　平成27年の２月まで， 

　毎月第２・４の木曜日に実施します。

　※講師の都合等により変更する場合あり。

○時間：午後７時 30 分から９時 30 分まで

○場所：中央公民館（市民会館）

○募集人員：15 人

○受講料：1,000 円　※一部学習の内容によっては，

　実費負担あり。

○申込期限：５月８日（木）

　申込先着順で定員になり次第締め切らせていただ

きます。

○申込み・問合せ

　教育委員会生涯学習課【中央公民館（市民会館）】

℡72-2221（土日祝祭日を除く８時30分～17時15分）

　　　　　　　　生涯学習課

生涯学習長期公民館講座受講生を募集募
集



３

募
集 短期公民館講座受講生募集

　桜山地区公民館（城山センター）では，平成 26年

度短期公民館講座の受講生を募集します。ぜひ参加

してみませんか。

【身体と心にやさしいヨガを楽しもう！】

○期日：６月３日（火），17 日（火），７月１日（火），

　15日（火），８月５日（火），19日（火）の６回

○時間：午後７時 30 分から９時 30 分まで

○場所：桜山地区公民館（城山センター）

○募集人員：20 人

【日常を楽しくステキに撮ろう　初級写真教室】

　普段の撮影はカメラ任せの Auto で使っていません

か。撮影の構図やちょっとした機能を利用して写真

を楽しみましょう。所有のカメラを持ってご参加く

ださい。

○期日：６月４日（水），18 日（水），７月２日（水），

　16日（水），８月６日（水）の５回　　　　

○時間：午前 10 時から正午まで

○場所：桜山地区公民館（城山センター）

○募集人員：20 人

　
　 講師（指導者）：上釜　理恵子　氏

　 受講料：１講座 500円

　 申込期限：平成26年５月23日（金）

　 申込・問合せ：桜山地区公民館（城山センター）

　 ℡72-2267　※毎週月曜日，祝日は休館です。

生涯学習課

○実施期間：７月20日（日） ～ 27日(日）

  ※期間については変更の場合もあります

○訪問地：カンボジア王国

○募集人員：10 ～ 20名程度 (本市からは２名以内 )

○参加資格

 ・中・高校又は各種学校に在学中で平成 26 年４月  

　１日現在において満 20 歳未満であること。

 ・青年海外協力隊など国際交流に興味があり，心身

　ともに健康であること。

 ・カンボジアの渡航が未経験者であること。

 ・

○個人負担経費：15 万円程度（市から半額の補助が

　あります）

○募集期限：５月９日(金)まで（※期日厳守のこと）

○応募方法：所定の申込書に必要事項を記入の上，

枕崎市教育委員会に提出してください。

問合せ　教育委員会生涯学習課　℡72-0170

　　　　枕崎市中央町 184 番地

生涯学習課

 第23回 鹿児島県青少年国際協力体験

事業参加者募集

募
集

 過疎地域自立促進計画（案）についての

意見募集

募
集

　市では，人口減少に歯止めをかけ，地域活力の向

上を図ることを目的とした「枕崎市過疎地域自立促

進計画書」の策定に際し，広く市民の皆様のご意見

を伺うため，次のとおり意見公募手続（パブリック・

コメント）を実施します。皆さまのご意見をお寄せ

ください。

　詳細については，市のホームページをご覧ください。

○実施期間：平成26年４月18日～５月７日

○閲覧箇所等：市役所市民ホール・企画調整課，市

　立図書館，市のホームページ 

問合せ　

　　E-mail：kikakutyosei@city.makurazaki.lg.jp

※ご意見等がある場合は，住所，氏名，その他連絡

先等を示す事項を記入の上，備え付けの用紙により，

郵送，ファクシミリ，電子メール等の方法により提

出してください。

企画調整課

　「生活学校」は少しでも暮らしをよくしたいと願う

人びとの集まりです。

　生活学校生は生活者の立場や視点にたって，身近

な暮らしの中から生活上の問題点や課題を見つけ，

学習しながら，意見を出し合い，明るく住みよい家庭・

地域づくりに取り組みます。

　いつでも，どこでも，誰でも，自由参加の枕崎市

生活学校で環境問題をはじめ身近な課題に一緒に取

り組みませんか。参加をお待ちしています。

○最近の取り組み例

  ・「EM ボカシ・廃油石鹸づくりとその活用，土団子

　　づくりへの協力」

  ・「市内の環境関連施設の見学や環境に関する学習」

  ・「マイバッグ運動の取組」

  ・「郷土料理づくり教室，正月用生け花教室」

  ・「県・地区の研修会や交流集会への参加，市外研

　　修旅行など」

○回数・時間・会費

　年８回程度，昼間に各２～３時間程度，年会費は

500 円(開講式で徴収)他に実習材料代を徴収するこ

ともある。

○申込み期限：５月７日(水)まで

○問合せ・申込み：市民会館℡72-2221( 担当　向井 )

○開講式：５月 13 日(火)午後１時 30 分から市民会

　館で実施

生涯学習課

募
集



　ＮＰＯ法人個人財産管理協会では，次の日程で無

料相談会を実施します。

○日時：平成26年５月21日（水）午前９時から正午まで

○場所：枕崎市市民会館

○相談内容：

 ・交通事故に関する損害賠償・後遺障害等，事故被

　害者のお悩み全般

 ・成年後見・遺言贈与相続・貸借金・過払い利息等， 

　個人財産に関すること 

○主催：ＮＰＯ法人　個人財産管理協会

○連絡先

 ・鹿児島事務所　鹿児島市宇宿１丁目 53-9-203

　 ℡099-253-0911

 ・南薩連絡所　南さつま市加世田唐仁原 1834-7

　 ℡0993-53-5028（宮園政美）

　※ご予約 

※電話による無料相談

　月曜日から金曜日　午前 10 時から午後５時

　℡0993-53-5028（宮園政美）

総務課

４

相
談

　「かつおのまち　枕崎」にとって忘れてはならない

「黒島流れ」。

　「枕崎市少年の船」は，村営船「みしま」に乗船し

て三島村黒島を訪れ，黒島流れの犠牲者のめい福を

祈るとともに，交歓会等を通じ，黒島の方々や参加

者同士の親睦を深めるものです。

　海側から見る枕崎のまちや，雄大な海，島々の姿

は大きな感動を呼び，数々の苦労を力強く乗り越え

てきた祖先の熱い思いを感じることでしょう。

○期日：５月18日（日）　午前８時 ～ 午後５時

○募集対象：小・中学生，一般（高校生含む）

○参加料：小・中学生 300円

　　　　　一般（高校生含む）2,000円

○一般応募締切:４月25日（金）午後５時

　※平日の申し込みは午前８時 30 分から午後５時　

　15分まで。

　※定員になり次第締め切りますので，お早めにお

　申し込みください。

問合せ　生涯学習課　℡72-0170（内線 817）　

　　　　　　　　　　℡72-2221（市民会館）

 生涯学習課

枕崎市少年の船参加者募集募
集

　日本年金機構 鹿児島南年金事務所の相談員が，

国民年金・厚生（船員）年金に関する相談に応じます。

相談は無料ですので，お気軽にご利用ください。

「年金相談」は予約制となります。

※予約のない方は，その日の相談が受けられない場

　合があります。あらかじめご了承ください。

　予約先：鹿児島南年金事務所　℡099-251-3111

≪日程≫　 

○日時：

◇場　所：市民会館２階　第一会議室

　※４月は枕崎市での年金相談はありません。

○たとえばどんな相談ができますか？

 ・国民年金や厚生年金の請求手続きができます。

 ・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

 ・50歳以上の方に年金見込額を出すことができます。

 ・過去の年金記録を確認するお手伝いをします。

※国民年金保険料の納付はできません。

※相談当日は，基礎年金番号のわかるもの（年金手帳・

　年金証書等）・印鑑などをお持ちください。

※代理の方が来られる際は，委任状が必要です。

　（※家族の相談でも，委任状は必要です。）

○近隣市での相談も可能です。日程は次のとおりです。

　・４月 24 日（木）　南九州市頴娃支所

　・５月 22 日（木）　南さつま市役所スタジオ 21

　・５月 29 日（木）　南九州市ちらん夢郷館

市民生活課

年金相談所開設のお知らせ相
談

行政相談委員に相談してみませんか

　行政相談所開設のご案内

○日時：５月 24 日（土）　午後１時から午後４時まで

○場所：枕崎市市民会館

○行政相談委員：松山　智氏

　行政相談委員は，総務大臣から委嘱された民間の

ボランティアの方です。市民の皆さまと行政のパイ

プ役として，すべての市町村に１人以上委嘱されて

おり，皆さまの相談相手として，国の仕事や身近な

行政に関する相談を受け付け，助言や関係機関に対

する通知などを行っています。

問合せ　総務省鹿児島行政評価事務所

　　　　℡099-224-3247

総務課

相
談



５

　ご存知ですか？母子家庭等自立支援給付金事業には，１.自立支援教育訓練給付金事業　２.高等職業訓練

促進給付金事業があります。事業の主な内容は，次のとおりです。

１. 自立支援教育訓練給付金事業

　　母子家庭の母及び父子家庭の父が自主的に行う職業能力の開発を推進するために，能力開発の取組を支

援し，母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図るため自立支援教育訓練給付金を支給します。

○対象者：母子家庭の母及び父子家庭の父で，児童扶養手当が支給できる所得水準にあり，雇用保険法による教

　育訓練給付の受給資格を有してない方

○対象講座：雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座など

○支給額：受講料の 20％相当額【上限 10万円（４千円以下は支給しません。）】

　※.受講しようとする講座について，受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。

２. 高等職業訓練促進給付金事業

　　母子家庭の母及び父子家庭の父の就職の際に有利であり，かつ，生活の安定につながる資格の取得を促進

　するため，「高等職業訓練促進給付金」「修了支援給付金」を支給します。

○対象者：（平成26年度中に修業を開始する人）母子家庭の母及び父子家庭の父で，児童扶養手当の支給を受け

　ているか又は同様の所得水準にあり，次の資格を取得するために２年以上の課程を受講する場合で，就業又

は育児と修業の両立に支障が生じていると認められる者

○対象資格：（通信教育は除く）ア）看護師　イ）介護福祉士　ウ）保育士　エ）理学療法士　オ）作業療法士　カ）市長が

　地域の実情に応じて認める資格（准看護師含む）

○支給期間：・高等職業訓練促進給付金～修業期間の全期間（ただし，上限２年）

　　　　　　・修了支援給付金～修業期間終了後（申請が必要）

○支給額：市町村民税非課税世帯には，月額 100,000 円，課税世帯には月額 70,500 円を支給し，訓練終了後

　に市町村民税非課税世帯には 50,000 円，課税世帯には 25,000 円を別途支給します。

※詳しくは福祉課社会係（℡72-1111 内線 136）へお問い合わせください。　　　　　　　　　　　　　　　

福祉課

お
ら
知
せ ご存知ですか？母子家庭等自立支援給付金事業

　指定管理者制度の導入により，平成26年４月１日

から社会福祉法人「富士福祉会」が片平山児童セン

ターの管理・運営を行うことになりました。

　基本的に休館日が祝日のみに変更になり，これま

でより開館日数が多くなります。また，開館時間も

午後６時 30 分までに変更になり，これまでより１時

間 15分延長されます。

　さらに，同法人に委託して「放課後児童クラブ」

も児童センターで併せて実施します。

※児童センターの使用料は，従来どおり無料です。

お気軽にお立ち寄りください。

【片平山児童センター　インフォメーション】

■開館時間：午前８時 30 分～午後６時 30 分

■休館日：祝日，年末年始（12月 29 日～１月３日）

■行事：月１～２回（内容は市のホームページをご

　覧ください）

■問合せ　片平山児童センター　℡73-1333

福祉課

 片平山児童センターの管理・運営を４

月から「富士福祉会」が行います

お
ら
知
せ

お
ら
知
せ

均等割額（年額）

市民税

県民税

合計

改正前

３，０００円

１，５００円

４，５００円

改正後

３，５００円

２，０００円

５，５００円

　※県民税には，森林環境税500円を含む

○期間：平成26年度から平成35年度までの10年間

※平成25年１月１日から平成34年12月31日までの各 

　年分の間に得た収入が対象となります。

税務課

　平成23年12月に「東日本大震災からの復興に関し

地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な

財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」

が施行され，これらの事業に係る財源を確保するた

め，平成26年度から平成35年度までの10年間，個人

住民税（市民税・県民税）の均等割額を500円ずつ加算

することとされました。

　このことを受け，枕崎市でも市民税の均等割額を

500 円引き上げることといたしました。同様に県民

税の均等割額についても 500 円引き上げられます。

 

（平成26年度から平成35年度まで）



６

犬の登録及び狂犬病予防注射を実施します
お
ら
知
せ

　平成26年度の犬の登録及び狂犬病予防注射を次の日程で行います。生後91日以上の犬を飼育している飼い主

は，狂犬病予防法第４条（登録）並びに第５条（予防注射）により，生涯1度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が

義務付けられています。これに違反すると20万円以下の罰金が科せられます。

  狂犬病は，犬や人に感染し発病すると必ず死に至る恐ろしい病気で，海外では毎年 4 万人以上が亡くなって

います。自分の飼い犬から狂犬病が発生しないように必ず予防注射を受けてください。

○料金は注射及び済票交付料が 3,400 円です｡（今年度から，料金が改定されました。）

　※初めて登録する場合は，登録料 3,000 円と合わせて 6,400 円になります｡

○今まで飼っていた犬が死亡した場合は，必ず犬の死亡届（印鑑必要 )を提出してください。同じく，他人から譲

　り受けた場合は，変更届（印鑑必要）が必要になります。死亡届・変更届の用紙は，当日も準備してあります。

○枕崎市に転入されてきた方（犬を飼っている方）は，早めに市役所で登録の変更手続をしてください。

○犬の登録や死亡・飼い主の変更等に関することは，市民生活課環境整備係（℡72-1111 内線 327）にお問い

　合わせください。

市民生活課

お
ら
知
せ

公園利用者の皆さんへ公園を気持ちよく利用していただくためのお願い

　公園は , 様々な人が利用します。他の利用者に迷惑がかからないように次のルールとマナーを守り , 快適

に楽しく利用しましょう。

○ゴミのポイ捨て禁止。

　空き缶 , 紙くずなどは , 必ず持ち帰ってください。

○ゴルフ練習は禁止。

　公園内でゴルフの練習をすることは , 周りにいる人に危険を及ぼしたり , 周辺の住宅に飛び込んで大変迷

惑をかける行為ですので禁止します。

○イヌの放し飼いの禁止, フンは , 飼い主が後始末すること。

以下の３点の苦情が数多く寄せられております。

　・放し飼いにしている又は , リードを長く伸ばし遊ばせている。

　・フンの後始末をしない。　

　・大型犬が怖くて , 子供を安心して遊ばせることができない。

　子供からお年寄りまで公園利用者が,気持ちよく利用できるように,飼い主のみなさんは,基本的なマナー

をしっかり守りましょう。

○遊具での危険な遊びはやめましょう。また , 幼児だけでの遊びはさせないで保護者が同伴しましょう。

　遊具には,遊びを通して冒険や挑戦のできる施設としての機能があり,遊びの中から事故の回避能力や判断

力を育み,子供の成長に欠かせない施設です。そのため,危険性も内在しており, 特に自己判断力が十分でな

い年齢の子供は , 保護者が同伴する必要があります。

○公園内でハトやネコへの餌付けは行わないでください。　　　　

○バイクの乗り入れは禁止。

問合せ　建設課都市計画係　℡72-1111（内線 236）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設課



７

６

問合せ・申込み開催日 会　　場

Ｈ26年６月19日(木)

13:00 ～ 17:00

Ｈ26年７月16日(水)

13:00 ～ 17:00

大隈地域振興局 別館第１会議室

　鹿屋市打馬 2-16-6

熊毛支庁屋久島事務所 別館第１会議室

熊毛郡屋久島町安房 650

県庁水産振興課漁業管理係

鹿児島市鴨池新町 10 番１号 ℡(099)286-3439

同上

Ｈ26年９月11日(木)

13:00 ～ 17:00

大島支庁別館 3-A 会議室

奄美市名瀬永田町 17-3
同上

Ｈ26年11月20日(木)

13:00 ～ 17:00

県庁 10 階会議室

鹿児島市鴨池新町 10 番 1 号
同上

Ｈ26年５月21日(水)

Ｈ26年９月18日(木)

Ｈ27年２月18日(木)

13:00 ～ 　　

鹿児島海技免許センター

鹿児島市住吉町 13-１

鹿児島海技免許センター

鹿児島市住吉町 13-１　海陸ビル３F

℡(099)224‐6180

Ｈ26年６月６日(金)

Ｈ26年10月17日(金)

13:00 ～ 　　

鹿児島市福祉コミュニティセンター

（鹿児島市祇園之洲町）

日本海洋レジャー安全・振興会九州事務所

北九州市門司区港 6‐2　九州ビル

℡(093)332‐1537

○講習の有効期間

　遊漁船業務主任者講習の修了証明書の有効期間は交付日の翌年の１月１日から５年間です。（遊漁船業務主

任者として引き続き乗船する場合は，期間が満了する前に再度，受講が必要です。）修了交付期日が，平成21

年１月２日～平成22年１月１日の方は，平成26年12月31日までに再度の受講が必要ですので，ご注意くださ

い。

水産商工課

お
ら
知
せ

平成26年４月以降の（特別）児童扶養手当額について
お
ら
知
せ

　（特別）児童扶養手当は，平成11年から13年にかけて物価が下落したにもかかわらず，特例法で手当を据え

置いたことなどにより，本来の手当額より高い水準（特例水準）になっています。

　平成24年11月に成立した法律で，特例水準の計画的な解消を図ることが定められました。具体的には，本

来の手当額との差の1.7％を平成25年度から平成27年度の３年間で段階定期に解消することとなっており，平

成26年４月からは手当額が次のとおりとなります。

　（特別）児童扶養手当額は，物価が上昇すれば増額し，物価が下落すれば減額する仕組み（物価スライド）を基

本としているため，上記に伴い改定が行われるところです。

平成26年度遊漁船業務主任者講習会

　遊漁船業の営業に際して，遊漁船業務主任者を選任することが必須条件です。平成 26年度遊漁船業務主任

者講習会につきましては，次のとおり開催されます。

開催日程

児童扶養手当

全部支給（月額）

一部支給（月額)

平成25年10月～平成26年３月 平成26年４月～

４１，１３０円 ～ ９，７１０円

４１，１４０円 ４１，０２０円

４１，０１０円 ～ ９，６８０円

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当（１級）

平成25年10月～平成26年３月 平成26年４月～

３３，３３０円

５０，０５０円 ４９，９００円

３３，２３０円特別児童扶養手当（２級）

※詳しくは福祉課社会係（℡72-1111 内線 137）へお問い合わせください。　

福祉課



　一般財団法人メディポリス医学研究財団が主催で

「がん治療における粒子線治療の役割」と「指宿での

がん粒子線治療」と題して市民公開講座を次のとお

り開催しますので，ぜひご参加ください。

○日時：５月17日（土）

○会場：宝山ホール　鹿児島市山下町 5-3

○開場：13 時　　○開演 13:30 ～ 16:30

○入場料：無料

※事前申込は必要ありません。当日直接会場にお越 

　しください。

※お車でご来場される際は，会場に駐車場がありま

　せんので，近隣の有料駐車場をご利用ください。

問合せ　一般財団法人メディポリス医学研究財団

　　　　　℡ 0993-24-3711

総務課

 市民公開講座（闘わないがん治療：粒

子線治療）

お
ら
知
せ

　水道課では , 本市上水道給水区域内の有効期限８

年を迎える水道メーター器の交換業務を水道工事業

協会に委託しています。

　５月から９月までの期間 , 次の水道工事店が水道

メーター器の交換 ( 無料 ) を実施します。

　交換作業の際 , メーター器手前のバルブ等に不具

合がある時は，持ち主の負担で修理改善をお願いし

ますので , ご理解とご協力をお願いします。

○水道工事店

 ・㈲有園水道工業 ・㈱板敷組 ・㈱井上工業

 ・㈱今給黎建設 ・白沢水道工事店 ・㈲白松水道土木

 ・長野建設㈱・㈲萩原工業所・森建設㈱・㈱平瀬　

問合せ　水道課　℡72-0224

水道課

水道メーター器を交換します
お
ら
知
せ

８

お
ら
知
せ

　平成26年４月１日から消費税率が８％になり，上・下水道料金につきましても４月以降に使用した分（平成

26年５月分料金）から適用されます。新税率適用後の税込み額の料金につきましては，下記のとおりとなりま

す。

消費税改定に伴い，上・下水道料金が変わります

○上水道料金（基本料金）

１㎥～10㎥

11㎥～20㎥

21㎥～30㎥

31㎥～40㎥

41㎥以上

63円

126円

147円

189円

210円

64円

129円

151円

194円

216円

１㎥につき

１㎥につき 126円

210円娯楽臨時

浴場用

船舶用

一般用

129円

216円

水　量

１㎥～10㎥

11㎥～20㎥

21㎥～30㎥

31㎥～50㎥

51㎥～100㎥

101㎥以上

11㎥以上
　

１㎥あたり

77円

133円

166円

199円

209円

216円

10円
　

136円

79円

137円

171円

205円

214円

222円

変更なし
　

140円

13㎜

20㎜

25㎜

30㎜

40㎜

50㎜

75㎜

682円

1,155円

1,470円

1,890円

2,835円

7,140円

12,390円

702円

1,188円

1,512円

1,944円

2,916円

7,344円

12,744円

一般用

浴場用

船舶用

公設プール用

娯楽臨時用

メーター
口　　径

用途 改定前 改定後

○上水道料金（従量料金※１㎡当たりの料金）

用途 改定前 改定後

○下水道料金（従量料金※１㎡当たりの料金）

○下水道料金（基本料金）

500円

861円

515円

885円

一般用

浴場用

用途 改定前 改定後

水　量用途 改定前 改定後

一般用

浴場用

※上水道料金についてのお問い合わせは水道課管

理係（℡72-1111 内線 321）まで

水道課

※下水道料金についてのお問い合わせは下水道課

管理係（℡72-1111 内線 412）まで

下水道課


